
22021 年 5 月 1 日　広報あおもり

消
費
者
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に

知
っ
て
お
こ
う
！

あ
な
た
は
大
丈
夫
？

　

高
齢
者
等
を
狙
っ
た
悪
質
商
法

や
特
殊
詐
欺
に
よ
る
被
害
が
大
き

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
の
注
意

喚
起
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

次
々
と
新
し
い
手
口
が
出
現
す
る

こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
被
害
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
や
対
処
方

法
、
困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口
を

知
り
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
生
活
安
心
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
５
０
）

　

青
森
市
民
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
017
―
722
―
２
３
２
６
）

市
内
で
実
際
に
あ
っ
た

ト
ラ
ブ
ル
の
事
例

　
　
　

＆

消
費
生
活
相
談
員
か
ら
の

一
言
ア
ド
バ
イ
ス

●
今
年
の
冬
に
あ
っ
た
事
例

車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
が
上
が
り
動

か
な
く
な
っ
た
た
め
、
「
車
の

ト
ラ
ブ
ル
基
本
料
金
〇
〇
円
」

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
格
安
の

広
告
を
掲
載
し
て
い
た
業
者
に

修
理
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
法

外
な
料
金
を
請
求
さ
れ
た
。

▼
一
言
ア
ド
バ
イ
ス

料
金
が
ど
の
く
ら
い
か
か
る
の

か
、
事
前
に
し
っ
か
り
確
認
し

て
か
ら
契
約
し
ま
し
ょ
う
。
了

解
し
て
業
者
が
訪
問
し
て
き
て

も
、
納
得
で
き
な
い
場
合
は
断

り
ま
し
ょ
う
。

●
よ
く
あ
る
事
例

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
で
お

試
し
初
回
〇
〇
円
と
激
安
の
サ

プ
リ
メ
ン
ト
を
見
つ
け
注
文
し

た
ら
、
５
回
継
続
購
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
定
期
購
入
だ
っ

た
。
２
回
目
以
降
は
高
額
な
料

金
と
な
っ
て
い
た
。

▼
一
言
ア
ド
バ
イ
ス

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
は
、

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。
定
期
購
入
で
は
な

い
か
、
解
約
条
件
な
ど
、
広
告

内
容
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
か

ら
契
約
し
ま
し
ょ
う
。

③
ス
マ
ホ
に
大
手
電
話
会
社
の
収

納
代
行
を
行
う
会
社
名
で
「
ご

利
用
料
金
の
確
認
が
取
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
本
日
中
に
×
×
ー

×
×
×
ー
×
×
×
×　

〇
〇
お

客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。」と
の
Ｓ
Ｍ

Ｓ（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー

ビ
ス
）が
届
い
た
。
心
配
な
の

で
書
か
れ
て
あ
る
電
話
番
号
に

電
話
し
た
が
誰
も
出
な
い
。
そ

の
後
不
審
な
Ｓ
Ｍ
Ｓ
や
電
話
が

多
く
な
り
困
っ
て
い
る
。

▼
一
言
ア
ド
バ
イ
ス

　

根
拠
の
な
い
架
空
請
求
が
横
行

し
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｍ
Ｓ
に
記
載

さ
れ
た
電
話
番
号
に
連
絡
す
る

と
、
金
銭
の
振
り
込
み
を
要
求

さ
れ
る
な
ど
悪
質
な
詐
欺
被
害

に
あ
っ
た
り
、
氏
名
や
住
所
な

ど
の
個
人
情
報
を
知
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
記
載

さ
れ
た
電
話
番
号
に
は
連
絡
し

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
業
者
名
が
書
か
れ
て

い
て
も
身
に
覚
え
の
な
い
連
絡

は
そ
の
ま
ま
信
じ
た
り
せ
ず
、

不
審
な
場
合
は
消
費
者
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

②
市
役
所
を
名
乗
る
者
か
ら
電
話

で
「
あ
な
た
に
還
付
金
が
あ

る
。
近
く
の
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

行
け
ば
受
け
取
れ
る
の
で
、
す

ぐ
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
き
、
そ
こ
か

ら
電
話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言

わ
れ
た
。
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
着
き
電
話

を
す
る
と
、
銀
行
員
を
名
乗
る

者
が
出
て
、
指
示
ど
お
り
操
作

し
た
と
こ
ろ
、
預
金
口
座
か
ら

高
額
な
金
額
の
振
り
込
み
を
し

て
い
た
。

▼
一
言
ア
ド
バ
イ
ス

　

市
役
所
か
ら
還
付
金
に
つ
い
て

電
話
で
連
絡
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。ま
た
、Ａ
Ｔ
Ｍ
で
は
還

付
金
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。不
審

な
電
話
は
す
ぐ
に
切
り
、
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
最
寄
り

の
警
察
署
へ
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
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心理チェックの結果/〇が多いほど消費者トラブルにあう危険度が高い
傾向にあります。
①②③に〇をつけた人はトラブルに対して危機意識がうすい傾向、④⑤
⑥に〇をつけた人はだまされているのに気がつかない傾向、⑦⑧⑨に〇
をつけた人はだまされたとき一人で抱えこんでしまう傾向があります。

消費生活出前講座をご利用ください

困ったときの相談窓口

青森市民消費生活センターにご相談を！

知
っ
て
い
ま
す
か
？

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
消
費
者

に
と
っ
て
不
意
打
ち
性
が
高
い
な

ど
一
定
の
取
引
に
つ
い
て
、
一
度

申
込
み
や
契
約
の
締
結
を
し
た
場

合
で
も
、
冷
静
に
考
え
直
す
時
間

を
消
費
者
に
与
え
、
一
定
の
期
間

で
あ
れ
ば
無
条
件
で
申
込
み
を
撤

回
し
た
り
、
契
約
を
解
除
し
た
り

で
き
る
制
度
で
す
。

取　　　引 期　間

訪問販売（キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む） ８日間

電話勧誘販売 ８日間

連鎖販売取引 20日間

特定継続的役務提供（エステ、語学教室、学習塾など） ８日間

業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法など） 20日間

訪問購入（業者が消費者の自宅を訪ねて、商品の買取りを行うもの） ８日間

クーリング・オフができる取引と期間

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が

で
き
な
い
場
合
の
例

・
通
信
販
売

・
店
舗
・
営
業
所
で
の
契
約

・
自
動
車
の
購
入
や
リ
ー
ス

・
葬
儀

・
使
用
し
て
し
ま
っ
た
消
耗
品

　
（
化
粧
品
や
健
康
食
品
な
ど
）

・
現
金
取
引
で
３
千
円
に
満
た
な

い
も
の

通知書

次の契約を解除します。
契約年月日　○年〇月〇日
商品名　〇〇〇〇
契約金額　〇〇〇〇円
販売会社名　株式会社〇〇
　　　　　　担当者□□□□
支払った金額〇〇〇〇円を返金
し、商品を引き取ってください。

〇年〇月〇日

　　　　青森市〇丁目〇番〇号
　　　　氏名　〇〇〇〇

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
方
法

・
期
間
内
に
書
面
（
は
が
き
等
）

を
特
定
記
録
郵
便
で
送
る

・
書
面
は
両
面
コ
ピ
ー
し
保
存

す
る

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
も
同
時
に

送
付
す
る

※
書
面
の
コ
ピ
ー
や
関
係
書
類
は

５
年
間
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

【
書
面
記
入
例
】

市では、消費者トラブル、悪質商法などの消費生活

に関する知識や情報を提供するため、消費生活出前

講座を行っています。

【対象】町（内）会・老人クラブ・地域グループ、学校、

　　　 民間企業等の団体

【講師】消費生活相談員（無料で派遣）

【問合せ】青森市民消費生活センター

　　　　（☎017－722－2326）

◆消費者ホットライン　☎１８８（いやや！）

◆青森市民消費生活センター

　☎017－722－2326

　月～金曜日（祝日、年末年始除く）

　８：30～18：00

青森市民消費生活センターでは、消費生活に関す

る苦情・トラブルの相談を受け、助言や事業者と

の交渉のお手伝いなどを行っています。

少しでも困ったな、おかしいなと思ったら、一人

で悩まずお気軽にご相談ください。

▲出典：消費者庁発行「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」

「最近の悪質商法の手口は？」「消
費者被害にあわないポイントは？」
などの講座を行っています。ぜひご
利用ください！

チェックしてみよう！


